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工事の実施中における事後調査の項目および手法 

 

 本事業における工事の実施中の事後調査の項目および手法は，表－１に示すとおりである。 

また，調査地点は，図－１に示すとおりである。 

 

表－１ 工事の実施中における事後調査の項目及び手法等 

項  目 地 点 数 及 び 調 査 方 法 

騒 

音 
騒音 

事業既存監視点：３地点 

調査頻度：工事の最盛期（１回／週），他の時期（１回／月） 

（平成 10 年 環境庁告示第 64 号） 

 

（備考）１ 騒音監視調査は，港湾整備事業において実施されている埋立計画地背後の周辺３地

点を併用することとし，図―１に示すとおりとした。 

調査期間については，工事実施期間である 10 月から翌年 3月までの期間とした。 

２ 水質監視調査は，海上工事が終了したことから調査実施していない。 
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図－１ 騒音環境監視地点位置図 
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1 騒音 

平成24年 10月から平成25年 3月までの施行区域周辺における工事に伴う騒音についての監

視調査は，表－１に示すとおり，全監視調査を通じて全て監視基準を下回っている。 

 

表－１ 騒音調査結果 

年 月 日 

騒音レベル〔ｄＢ(A)〕 
監視基準 
[85dB(A)] 
との適否 

90％レンジ上端値 

№2 №3 №4 

H24 

10 31 62 59 68 適 

11 27 63 59 70 適 

12 19 63 61 66 適 

H25 

1 23 61 62 68 適 

2 12 62 63 68 適 

3 4 62 59 71 適 

 

別紙２ 


	出島事後調　カラー 鏡
	02 H25アセス事後調査報告別紙１（届出用）
	03 H25アセス事後調査報告別紙２（届出用）

